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④ 担当教員または上司へ連絡する 

    担当教員・上司の連絡先  



 

安全マニュアルについて 

 

安全マニュアル 

このマニュアルは、柏キャンパスの構成員が最低限知っていなければならない安全上の事項の概要を

まとめたものです。 

安全マニュアルの目的 

安全マニュアルは、東京大学柏キャンパスにおけるすべての教育・研究活動が、労働安全衛生法、消

防法、毒物及び劇物取締法、放射線関連法規等を遵守しつつ運営されることにより、事故及び火災等の

発生を未然に防止し、また、全構成員の健康を維持するとともに、教育・研究活動が安全かつ円滑に遂

行されるよう、教職員、学生を問わず、すべての者に対して取るべき行動規範を示したものであり、同時

に管理する立場にある者に対しては、その任務を明確にしたものです。 
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 本マニュアルは柏地区環境安全管理室が作成した資料に基づいて、新領域向けに作成しました。 

柏地区安全マニュアルは、下記を参照してください。 

URL: http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/kyoutsujimu/bunyabetsu/anzen/anzeneisei/anzen_anzeneisei.html 

本マニュアルに掲載していないが、上記のオンライン上のマニュアルに掲載している項目： 
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 ・発火･爆発･燃焼危険性物質の安全な取扱い 
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新領域環境安全管理室
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安全衛生教育 

 全ての構成員 （短時間有期雇用教職員、学生を含む） は、採用/新入時及び作業内容変更時に、 

安全教育を受けることが必要です。柏キャンパスでは定期的に安全講習会等を開催していますので、 

必ず受講してください。 

＜各種講習会の日程＞  

各自作業に必要な講習会を受講、また必要な資格を取得してください。 

 

※ 環境安全講習会 

実験廃棄物を排出する際には、環境安全研究センター主催の「環境安全講習会」を受講し、その修了

証（修了証番号）が必要となります。（p.46 実験系廃棄物参照） 

環境安全講習会については、柏地区共通事務センター 施設係より通知があります。（内線:63413） 

 

受
講 

講習名 開催時期 取りまとめ部局 主催部局 

      

義    

務 

柏地区安全衛生教育講習会 

（非実験系・実験系安全衛生講習会） 
5月 柏 柏地区環境安全管理室 柏地区環境安全管理室 

新入生ガイダンス時の安全教育（新任教職員

の方もこの機会に受講していただけます） 
4/10月 柏 

各専攻 

環境安全委員 
各専攻 

留学生向けガイダンス時の安全教育 4/10月 柏 新領域教務係 教務係・国際交流室 

非実験系安全衛生講習会 

（教職員のみ） 
 5月 本郷 柏地区環境安全管理室 環境安全本部 

         

該 

当 

者 

は 

必 

須 

環境安全講習会※ 

（実験系廃棄物の排出者は必須） 

5/11月 柏、 

複数回 本郷 

(11月 本郷(英語)) 

共通事務センター 

施設係 
環境安全研究センター 

寒剤取扱い講習会 
4（2回）/6（1回）

/10月（1回） 柏地区環境安全管理室 
物性研究所 

低温液化室 
高圧ガス取扱い講習会 5/7/11月（各 1回） 

放射線取扱者のための教育訓練 

（新規、再教育） 
前期/後期（複数回） 

本郷、柏 
新領域放射線管理室 

アイソトープ 

   総合センター、 

新領域放射線管理室 

衛生管理者資格取得講習会 1回/年 本郷 柏地区環境安全管理室 環境安全本部 

玉掛技能講習会 
凡そ 3年毎に柏 柏地区環境安全管理室 

（社）日本クレーン 

協会千葉支部 クレーン運転特別教育講習会 

 

必
要
に
応
じ
て 

レーザー・遠心機・オートクレーブ 

・ドラフトチャンバー講習会 
7月 柏 本郷他 柏地区環境安全管理室 環境安全本部 

化学物質・UTCRIS講習会 6/11月 柏 本郷他 柏地区環境安全管理室 環境安全本部 

遺伝子組換生物等講習会 
4/6/11月 本郷、 

5月 柏 
新領域研究交流係 

新領域バイオ実験 

管理委員会 他 動物実験講習会 



2 

＜安全衛生教育報告書＞ 

  

年度の途中で受け入れた学生、および転入・採用された教職員については、柏キャンパス主催の安全講

習の開催時期に合わず、受講できない方もいらっしゃいます。 

その場合は、受け入れた研究室または各職場で安全講習を行い、「安全衛生講習会実施報告書」を

環境安全管理室へ提出してください。 

・講師は、以前安全講習を受講された、助教以上の教職員の方にお願いします。 

・「安全衛生講習会実施報告書」には全受講者の自署をお願いします。 

（学内便宛先：生命棟００２ 新領域環境安全管理室宛） 

 

 

          

  ※新領域では、全構成員に 「安全カード」 を配布しています。 

    必要な方は、環境安全管理室までお知らせください。（p.5 避難場所、安全カード参照） 

 

 

  

署　名/Signature

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　　　　　□国際協力　　□サスティナ　　□（　　　　　　　　　）

開催場所

使用テキスト

学籍番号/Student ID

平成    年度 　　月　新領域創成科学研究科

安全衛生講習会実施報告書(学生用）

所　属　□物質系　□先端エネ　□複雑理工　□先端生命　□メディカル情報生命

主　　催 □新入生ガイダンス　　□研究室　　□その他（　　　　　　　　）

実施日時

実施責任者

　　　　　□自然環境　　□海洋技術　　□環境シス　　□人間環境　　□社会文化

署　名/Signature

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

使用テキスト

身分/Job title

　　　　　□自然環境　　□海洋技術　　□環境シス　　□人間環境　　□社会文化

　　　　　□国際協力　　□サスティナ　　□（　　　　　　　　　）

□新入生ガイダンス　　□研究室　　□その他（　　　　　　　　）

所　属　□物質系　□先端エネ　□複雑理工　□先端生命　□メディカル情報生命

主　　催

実施責任者

開催場所

平成     年度    月　新領域創成科学研究科

安全衛生講習会実施報告書(教職員用)　

実施日時

学生用安全衛生講習会実施報告書 教職員用安全衛生講習会実施報告書 



3 

 

緊急時の対応の基本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震時の対応 

 初期対応  

○身体の安全を図る 

○火の始末 

○避難路の確保 

状況により講義・実験・会議を中止する 

 

 緊急対応  

○負傷者救助 

○火災、有害物質漏洩対応 

○状況を各部局担当事務(総務係)に連絡（必要により応援要請） 

 

 避難、安否確認  

○避難場所に移動  一次避難場所 P5 

○安否確認（研究室単位） 

○状況を各部局担当事務(総務係)に連絡 

 

  

緊急時の対応 

まず、 

自分の身の安全 

次に、 

通報 

できれば、 

対処 
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火災時の対応 

 初期対応  

○身体の安全を図る 

○大声で周辺の人に知らせる  １人で対応しない 

  通報   

○火災報知器のボタンを押す（ベルが鳴り、消火栓ポンプが始動する） 

 

○設備センター（内線６３０００）に連絡 

 （環境棟は、日中は 1 階管理室 内線６４５８０へ） 

 

○設備センター不在時は、直接、消防署（外線１１９）へ通報 

 

 初期消火 （可能なら） 

○初期消火を実施 

○避難（できるだけ危険の少ない経路を使用） 

 

負傷者への対応 

 初期対応  

○周囲に知らせ、応援を呼ぶ 

○可能な範囲で応急処置（無理をしないこと） 

 緊急対応  

○救急受付に電話し、病院へ急行 

   ・保健センター（内線 63040） 

   ・病院（最寄の病院：柏たなか病院 0-04-7131-4131） 

  病院へは、できる限り誰かが付き添う マニュアル裏面病院情報を参照 

 

○必要があれば、救急車を呼ぶ（0-119） 

 

○正門守衛所に連絡する（救急車誘導のため） 

 

 事故報告  

○研究室責任者（指導教員）に連絡 

○事故災害報告書を提出  
 

 

 

0
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避難場所、安全カード 

 

 地震が生じた際には、まず、各棟の指定の一次避難場所に集合してください。研究室や職場単位で、点

呼や安否確認を行い、必要に応じて最終避難場所へ移動します。 

 

【各棟の一次避難場所】 

①基盤棟、②基盤実験棟： 基盤棟前広場 

③生命棟： 生命棟前広場 

④環境棟： 環境棟前広場 

⑤総合研究棟、⑥情報生命科学実験棟、⑦カロリーメーター棟： 総合研究棟前広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最終避難場所】   千葉県立柏の葉公園 

 

＜安全カード＞ 

避難の際に「安全カード」を持参し、安否確認等にご活用ください。 

安全カードには、あらかじめ必要事項を記入し、常に携帯するよう心掛けてください。  

 

   

図 キャンパス内の一次避難場所 

（裏） （表） 
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AED 設置場所 

 

  ＡＥＤ（自動体外式除細動器）：守衛所（内線６３０１０）、柏保健センター及び各建物に設置してある場所

また、使用方法を確認しておいてください。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 図 各棟に設置されている AED 

図 キャンパス内に設置されている AED 一覧 
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図 AED を用いた心肺蘇生法 
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一般的な注意事項 

 

●居室及び実験室を不在にする場合は、施錠すること。その際、室内の安全を確認する。 

● 貸与を受けた鍵カードは他人に貸与しない。また、鍵カードを使用して 

  建物等に出入りするときは、見知らぬ者と一緒に入ってはならない。 

● 電気系統の配線には、使用電力量と 

 配線やタップの耐電容量の大小をよく検討し、 

 過熱、漏電が起きないように注意すること。 

 危険な“たこ足配線”をしない。 

● 暖房器具は熱源が露出しないタイプの器具を使用し、周囲に可燃物を置かない。 

 

 

● 喫煙は定められた場所でのみ行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● キャンパス内のプロムナードでは、自転車は通行禁止です。 

 

 

 

 

2012/04/01 Smoking area in Kashiwa campus 

図 電気容量に関するポスター 

図 自転車走行禁止区域 



9 

● 駐輪場・駐車場以外には駐輪・駐車しないでください。 

● キャンパス内交差点での交通事故が発生しています。速度の出し過ぎや不用意な飛び出しはせぬよ

う、十分に注意して下さい。もし交通事故を生じた場合には警察を呼ぶ必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● パソコン等のＶＤＴ（Visual Display Terminals）機器を使用した作業は、連続して１時間を超えないように

すること。次のＶＤＴ連続作業までの間に 10～15 分の作業休止時間を設ける。 

●重量物を持ち上げる時は、ぎっくり腰などの腰痛とならないために、男性の場合、55 ㎏以下または体重の

40%以下の重さとなるようにする。荷物に近づいて重心を低くし、ひざを使って立ち上がり、腰を伸ばした

状態でひねらないようにする。 

● 身体に負担の少ない姿勢（座位、持ち上げ）は、 

  下図のようなポイントです。 

 

 

 

 

 

  

図 キャンパス内事故発生箇所（丸印 6 か所：2007～2012 年に事故が発生した場所と日時） 

図 パソコン操作時の正しい姿勢 

図 荷物持ち上げ時の正しい姿勢 
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自転車運転の交通ルール １/２ 
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自転車運転の交通ルール ２/２ 
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廊下や階段などでの転倒に注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に梅雨の季節は、廊下や階段が濡れて滑りやすいことが多くなりますので、本学の事故事例

から抽出した下記のポイントに注意して転倒によるけがの防止に努めてください。 
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労働災害、通勤災害 

 本学では、大学と雇用関係にある全教職員に対して、労災の適用対象としています。 

労働災害（労災）の定義 

（１）労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡  

   認定要件 

    業務遂行性：大学法人の指揮命令下にあった 

    業務起因性：業務を行うことによって被災した 

（２）補償内容 

   医療等の現物支給及び休業補償 

   後遺症等に対する障害補償給付及び死亡に対する遺族補償給付など 

 

特別な状況下での労災 

（１）休憩時間中の災害 

   施設または管理上の欠陥によるもの場合は労災となります。 

（２）出張中の災害 

   出張期間中を通じて勤務中と考えられるため、原則として私的な行動による被災以外の場合は労災

となります。 

（３）労災時の手続き 

   労災申請は本人、家族または遺族が所轄労働基準監督署に行う。申請にあたっては、部局の事務を

通じて事業主証明の発行を受けます。 

   原則として時効は２年、障害補償給付と遺族補償給付は５年 

 

通勤災害 

（１）通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡であり、労災ではないが、労

災と同等に扱われます。 

（２）通勤途上での逸脱があると通勤災害として認められません。以下の場合は逸脱ではありません。 

①日用品の購入その他これに準ずる行為  

②職業訓練、学校における教育等を受ける行為（定時制高校等）  

③選挙権の行使その他これに準ずる行為  

④病院または診療所で診療や治療を受けること及びこれに準ずる行為 

 

 

◆お問い合わせ先： 新領域 総務係（基盤棟 1 階） 
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学生教育研究災害傷害保険（学災研）等 

 

 本学では、全学生を対象として、学生教育研究災害傷害保険に加入させ、また、その他の保険について

任意での加入の紹介をしています。 

 

【全学生一括加入の保険】 

●学生教育研究災害傷害保険（学研災） 

学研災は、大学で学ぶ学生の教育研究活動中の災害に対する補

償制度で、傷害に対する給付を行い、課外活動を含む教育研究活動

や大学生活の充実を図ることを目的としています。 

本学では、学生の福利厚生の向上を図るため、大学が保険料を負

担して在籍する全学生を加入させています。（２，０００万円コース、通

学特約付き）。加入手続きは、大学が一括して行っています。 

対象の学生、対象となる障害、保険金の種類と補償額、保険金の

請求方法等については、教務課までお尋ねください。 

 

 

【その他の保険】 

学研災は、教育研究活動中に生じた学生本人の傷害に対して保険金を支払う保険ですが、その他の

保険は、下記のとおりです。 

 

●学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責） 

この保険は、学研災加入学生のみが加入出来る保険で、学研災で

は補償されない他人等への賠償責任事故に対して保険金を支払

う保険です。 

実験中の事故などの活動中に、他人にケガをさせたり、他人の

財物を損壊させたりして、損害賠償が発生した場合に、保険金が

支払われます。 

 

上記保険には、対象となる活動に応じて３種類のコースが用意され

ています。 

    Ａコース： 学生教育研究賠償責任保険（略称「学研賠」、年度保険料 340 円） 

    Ｂコース： インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険（略称「インターン賠」、年度保険料 210 円） 

    Ｃコース： 医学生教育研究賠償責任保険（略称「医学賠」、年度保険料 500 円） 

 

◆お問い合わせ先： 新領域 教務係（基盤棟 1 階） 

学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責） 

学生教育研究災害傷害保険（学研災） 



15 

●学研災付帯 学生生活総合保険（付帯学総） 

この保険は、学研災加入学生のみが加入出来る保険で、学研災では補償されない 

学生生活全般に対する病気や怪我の補償及び賠償責任に対し保険金を支払う保険です。 

（４年間の保険料 約 30,000 円～） 

 

留学生など日本の社会保険に加入していない人が、日本国内で医療機関に掛かる際の補

償をカバーしており、自国で保険に加入していない方などに、本学学生への特別価格でサービスを受け

ていただくことができます。 

◆問い合わせ先 ： 学生生活総合保険相談デスク 

               〒104-0045 中央区築地 5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス 16Ｆ 

                       フリーダイヤル：0120-811-806 

 

●この他に、大学生協の学生総合共済などがあります。 

 

 

 

その他の保険 

 

●大学または教職員による損害賠償事故…国大協保険 総合賠償責任保険 

授業、実験、実習中の事故により第三者（本学の教職員以外の者）に財産的または身体的損害が発生

し、本学または本学の教職員がその損害賠償責任を負うこととなった場合には、国大協保険総合賠償責

任保険により保険金が支払われます。 

 

 

●施設の利用者、無給の講師・研究員、ボランティア等の損害事故 

・・・国大協保険 総合賠償責任保険 施設被災者対応費用担保特約 

大学施設の利用者、無給の講師・研究者、大学が主催する行事等に参加するボランティアが大学施設

内での事故によって医師の治療を受け大学が被災者に「見舞金」を支出した場合に国大協総合賠償責任

保険「施設被災者対応費用担保特約」の対象となり保険金が支払われます。 

 

国大協保険担当部署 ：資産課 資産経営チーム（内線 22193） 
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事故・災害報告、ヒヤリハット報告 

 

 事故・災害が起こってしまったら、上司または指導教員に一報を入れてください。 

落ち着いたら、UTSMIS（東京大学・安全衛生管理業務支援システム）で事故・災害報告書を作成し、提出

してください。 （UTSMIS の画面からオンラインで提出） 

 

※ 原因を究明し、再発防止対策を行い、事故災害の防止に役立てるため、皆さんの身近で起こった事

故・災害はもとより、ヒヤッとした・ハッとした事柄 （人災・設備災害がないヒヤリハット） についても報

告してください。 

事故・災害報告書 【UTSMIS】 URL http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報告書の流れ＞ 

報告                   報告                     報告 

                                                 

(研究室教員・建物責任者）                                         

                                  

                    

東大ホームページ 東大ポータルページ 東大ポータル内案内ページ 

UTSMIS 

Click 

Click 

Click 

Click 

URL http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/ 

事故報告書 

＜UTSMIS＞ 

報
告 

確
認 

事故発生場所の責任者 

 

新領域環境安全管理室長 

柏地区環境安全管理室 環 境 安 全 本 部 総 長 室 
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事故・災害報告書フローチャート 

 

事故災害報告書フローチャート 

 

  

注意事項 

各種事故様式を作成する事案については、別途メール等で速報（状況報告）を入れて下さい。 

事故報告様式１は、事故災害発生後遅滞なく提出して下さい。 

事故報告様式２は、事故の原因検討、再発防止策の策定後、提出して下さい。 

※１：災害の規模に応じて既定の部署に連絡して下さい。 

※２：構成員とは、教職員、学生、及びその他大学の事業に参画する全ての者をさします。 

※３：教育・研究活動や大学運営などの業務中及び通勤途上で発生した事故・災害をいう。また、大学

構成員による業務又は大学事業に参画中に発生した事例も含むものとする。なお、学生の課外活

動や職員のレクリエーションによる受傷などの事故災害は除く。その他判断に困るものは新領域

環境安全管理室までお問合せ下さい。 

※４：「施設、設備、機械等による事故災害」及び「休業以上の災害」、「不休業災害」は様式 1 及び 2 を

提出してください。「被災者がいない」は様式１を提出してください。ただし、災害の内容によっては

様式 2 の追加報告をお願いする場合があります。 

※５：部局にて判断の上、記録等の処理を行ってください。 

 

環境安全本部 報告書作成フローより 
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健康管理 

 

健康診断 

（１）健康診断受診対象者は、大学が実施する健康診断を受診する義務があります。 

   （同様の内容を別の医療機関などで受診して、その結果を提出してもかまいません） 

（３）健康診断には、一般健康診断と有害業務ごとに行われる特殊健康診断があります。 

（４）教職員は、健康診断受診後の保健指導などの呼び出しに応じる義務があります。 

 

メンタルヘルス 

（１）職域において最も多いメンタルヘルスの問題は抑うつ症状です。次のような症状があるときは早めに

相談しましょう。 

①不眠、夜中に目が覚める、早朝に目が覚める 

②朝おきた時ぐっすり寝た感じがしない 

③何もやる気が起きない 

④仕事に行くのが苦痛でしょうがない 

 

セクシュアル・ハラスメント対策 

東京大学では、セクシュアル・ハラスメント防止のための倫理と体制の綱領、セクシュアル・ハラスメント防

止宣言を制定しています。 

相談窓口 

メンタルヘルスやセクシャルハラスメントで悩んだ場合には、以下の窓口へ相談することができます。相

談者のプライバシーは厳守されます。また、相談したことで不利益な扱いを受けることはありません。 

①各部局相談員 

②東京大学ハラスメント相談所 柏キャンパス相談室 

（総合研究棟１階 １６２号室、内線６４４９５） 

③柏保健センター（「プラザ憩い」隣、内線６３０４０） 

④学生相談所（新領域・環境棟１階 １１７号室、内線６３７１４） 

⑤なんでも相談コーナー柏分室（新領域・基盤棟２階 ２Ｂ５号室、内線６４１２９） 

⑥産業医（物性研５階 ５５９ｂ号室、内線６３５０８） 
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職場巡視と自主職場点検 

 

研究室や職場の安全で快適な環境を整えることを目的に、年に１回、産業医が巡視します。 

産業医巡視を補完するため、各部屋における自主的な職場点検も実施してください。 

 

【職場巡視】 

● 産業医による巡視 

教員室を除いた全部屋（実験室、院生室、事務室など）を 

巡視いたします。 

 

● 衛生管理者による事後巡視 

産業医から指摘をうけた個所について 

衛生管理者が、その後の改善状況を確認いたします。 

 

【自主職場点検】 

● 各部屋における安全衛生環境の自主職場点検（毎月） 

 

【巡視の流れ】 

① 巡視実施の 1 週間前までに、環境安全管理室よりメールでお知らせします。 

② 巡視当日は、各部屋の実情を把握している方に立会いをお願いします。 

③ 後日、巡視報告書を環境安全管理室よりメールでお送りします。 

産業医が「改善が必要」と判断した項目について、指摘を受けた部屋の責任者が改善し、 

その対応状況を報告書に記入して、返送してください。 

④ 衛生管理者による事後巡視 

③の対応状況の報告をうけ、衛生管理者が確認に伺います。 

 

 

＜産業医巡視でよく指摘される事柄＞ 

●電気容量の超過 

1 つのコンセントに挿して使用できる電気容量（W 数）には限りがあり、それを 

超えるとブレーカーが落ちてしまうことがあります。複数の電気機器を 

同時使用する場合には、掲示などで各機器の電気使用量に注意してください。 

 

 

 

 

産業医巡視の様子 
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●電気配線の整備 

床の電気配線によるつまずきを防ぐために、コードカバーを設置する、また 

電源タップの水濡れによるショートを防ぐために、タップは水源から 

離れた場所に設置してください。 

 

●棚やロッカーの壁止め 

L 字フック等を活用して壁へ固定してください。 

棚下に敷くシリコン素材のマットも同様の効果があります。 

 

●ボンベの固定 

地震による転倒を防ぐため、ボンベ立てを壁や床面へ固定し、 

ボンベはボンベ立てへ 2 点固定してください。 

  ・ジェルシートを用いたボンベ立ての固定 

  ・ベルトや金鎖を用いたボンベの固定 等 

 

【自主職場点検】について 

● 各研究室による安全衛生管理に関する自主点検（月 1 回） 

 

<職場点検方法> 

①  職場自主巡視記録用紙の提示 

2 種類の用紙から必要な「巡視記録用紙」を選択・印刷して、各部屋の入口（内側）に提示してくださ

い。 

複数の実験室または複数の居室をそれぞれ１枚の報告書にまとめて作成していただけます。 

    ・「非実験系研究室・事務部門」タブ・・・実験をしない研究室、事務系居室 

    ・「実験系研究室」タブ・・・・・・・・・実験室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜非実験系/事務＞ 

新領域・平成　　　年度　職場自主点検記録（居室等）　　 部屋入口の内側に掲示して下さい。

4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 1/ 2/ 3/

　・コンセントの水濡れの危険がない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・電子レンジ、湯沸かしポット、コーヒーメーカー等電気容量の
　　大きい物が同一のコンセントにつながれていない

A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・床上のコードに耐荷重性のモール（カバー）がかけてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・床上のコードが整理されている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・緊急連絡先を電話口等わかりやすい場所に掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・職場自主巡視記録を掲示し、毎月点検を実施している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・棚やキャビネット等が固定されている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・高所におかれた重量物に転落防止措置をしている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・廊下に傘立て、靴箱等避難の妨げや、延焼するものを置いていない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・消火栓や消火器の位置を把握している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・緊急シャワーの位置を把握している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・救急箱を備え付けてある（※） A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・安全マニュアルを備え付けてある（※） A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

（※）　研究室に1つあればよい。

その他

地震火災
対策

  専攻：　　　　　　　　研究室：　　　　　　　　　　　責任者：　　　　　　　　　　　点検者：　　　　　　　　　　　　部屋名称： 　A：対応済 　B：要対応　C：該当しない

項　　　　　目

電源の管理

入口内側
の掲示
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②  自主巡視の実施 

巡視記録用紙のチェック項目に従って、毎月（月初、月末いつでも結構です）点検を行い、結果を記録し

てください。 

 

③  自主巡視記録用紙の提出 

記入済みの巡視記録用紙は、年度末に、職場または研究室単位でまとめて新領域環境安全管理室に

提出してください。 

学内便宛先 ： 生命棟００２ 環境安全管理室宛 

  

＜実験系＞ 

新領域・平成　　　年度　職場自主点検記録（実験系研究室）　　 実験室入口の内側に掲示して下さい。

4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 1/ 2/ 3/

　・コンセントの水濡れの危険がない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・床上のコードに耐荷重性のモール（カバー）がかけてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・床上のコードが整理されている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・最新の緊急時用室内配置図が掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・該当する薬品関連の掲示（第一種/第二種/第三種有機溶剤）がしてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・その他該当する掲示が（組換遺伝子実験、レーザー等）してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・一般的な掲示（飲食禁止、関係者以外立入禁止）がしてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・緊急連絡先が掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・職場自主巡視記録を掲示し、毎月点検を実施している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・必要な保護具を備え付け、保護具着用の掲示がしてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・実験機器緊急時停止方法が掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・ドラフト本体に「ドラフト管理責任者」が掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・ドラフト本体に「直近のドラフト定期点検結果」が掲示してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・薬品保管庫が固定してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・薬品瓶の転倒転落防止措置がしてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・薬品は分別保管している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・毒物/劇物保管庫に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の掲示がしてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・教員が鍵を管理している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・使用後は試薬瓶を速やかに保管庫へもどしている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・使用記録はその都度UTCRISまたは専用ノートに記録している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・業者または研究室でドラフトチャンバー定期点検を行っている

　・業者または研究室でオートクレーブ定期点検を行っている

　・業者または研究室で遠心機定期点検を行っている

　・ボンベラックを固定してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・ボンベをボンベラック等に2点固定してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・使用中のボンベは管理システムへ登録している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・使用していないボンベは返却されている A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・実験用流し台に穴や割れ、排水管接続部からの水漏れはない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・ドラフトチャンバー用流しに穴や割れ、排水管接続部からの水漏れはない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・高所におかれた重量物を固定してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・工作機械を作業台に固定してある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・暗室に蓄電型の保安灯がついている、または懐中電灯を備え付けてある A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・廊下に傘立て、靴箱等避難の妨げや、延焼するものは置いていない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・消火栓や消火器の位置を把握している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・緊急シャワーの位置を把握している A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・実験室に飲食物を持ち込んでいない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

　・実験室で寝泊まりしていない A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C A  B  C

提示

対象

場所

への

掲示

毒物

劇物

管理

入口内

側の掲

示

水質

汚濁

防止

　A  B  C　（1年を超えない範囲で1回実施する）

　A  B  C　（1年を超えない範囲で1回実施する）

　A  B  C　（1年を超えない範囲で1回実施する）

その

他

　A：対応済 　B：要対応　C：該当しない  専攻：　　　　　　　　研究室：　　　　　　　　　　　責任者：　　　　　　　　　　　点検者：　　　　　　　　　　　　部屋名称：

項　　　　　目

地震

火災

対策

電源

の

管理

入口

外側

の

掲示

薬品

管理

定期

点検

ガスボ

ンベ等

の

管理
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新領域 構成員調査について 

 

新領域では、全構成員の調査を、年 2 回 （春と秋） に行っています。 

環境安全管理室より通知がありましたら、研究室または職場単位で調査表を作成し、メールにより提出

してください。 

 

 

  

H　　年　　　月　新領域 構成員調査表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学生(Student )

常勤/
非常勤

職名(Title)
課程名学年

(D1 etc.)
/研究生

建物名

（Bldg）
部屋名

（Room No.)

（注意）記入欄が足りない場合は、行数を追加してください。

よみがな
専攻名
(Major)

研究室名(Laboratory)
部署名

安全衛生

教育受講

有無

(Safety

Lecture

Attendan

ce)

内　線
(Ｅｘｔ．)

その他
(Other)

研究室名(Laboratory),部署名

責任者名(Supervisor)

平成年月日作成（Date)

教職員(Faculty/Staff ) 研究室所在地(Place)

  

氏　名
(Name)

３月まで在籍しない方は、在籍期間を
記入願います。
例：25 .10 .1～25.12 .31
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実験研究に関する注意事項 

 

安全管理の基本 

 機械や物質を安全に扱わなければ、どんな実験においても事故はおこりえます。実験における安全と

は、「どのように行っても事故にならない実験をする」ことではなく、「事故にならないように道具を使う」こ

とです。そのためには、扱う物質、装置の潜在的な危険性を知り、法規制についてもチェックしてくださ

い。 

実験時の注意事項 

（１）予定している作業や扱う物質が、法的規制の対象である場合や 

資格が必要な場合がありますので、 

自ら調べて法規制や資格の有無を確認してください。 

（２）無理のない実験計画を心がけてください。過密スケジ

ュール、体調不良時の実験は、事故のもとです。 

「慣れるまで」「慣れた頃」は要注意です！ 

 

（３）夜間の実験は極力避けてください。注意力が低下し、緊急時の対応が困難になりがちです。 

（４）実験を行うときは、教員や周囲の人に相談しながら計画を立て、過去に事故事例がないかを確認

して十分な備えをしてください。 

（５）危険・有害性の高い作業は、一人でなく複数で行ってください。原則として、休日及び深夜には行

わない。 

（６）実験室に入ったら、保護具を身に着けてください。目に飛沫の入る事故の 7 割は、他の実験者に

よるものであるという報告があります。また、実験室のドアには、「保護具着用」を促す表示シール

を掲示してください。 

（７）作動中の無人運転機器がある場合は、「実験中」、「触ると危険」であること等、第三者がわかる

ように提示してください。 

 

（８）非常口、いちばん近い消火器の位置、種類、使い方等確認しておいてください。 

（９）実験室内は飲食禁止です。化粧直しもできません。 
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学生の夜間・休日実験による事故防止について  

環境安全本部 

例年 12 月～3 月にかけては、学生等が学位申請の準備等のために、夜間や休日に実験・研究を行う

ケースが少なくありません。 

事例 1～3 に示すとおり、過去には不規則な生活や疲労の蓄積等に起因する事故や体調不良が発生

しています。また、夜間や休日に実験・研究を行い万が一事故が発生した場合には、教員等の不在による

対処の遅れや受診医療機関の限定といった事態につながる恐れがあり、危険です。 

 学生の実験は教員等の指導のもとに行うべきものであり、教員等は学生の実験のスケジュールおよび

実験計画を把握し、適切な指導を行うことが求められます。 

 つきましては、各研究室の教員等は下記【学生の夜間・休日の実験について】を徹底してください。 

 

事例１：平成 24 年 12 月、13 時頃、研究員が研究会中に意識を失い転倒。病院へ搬送された。休業 1 日。

(研究への集中による疲労やストレスの蓄積があったと思われる。) 

 

事例２：平成 24 年 1 月、22 時頃、学生が帰宅のため急いで階段を降りる際に滑り、足を複雑骨折。休業

3 週間。(博士論文の審査会を控え、疲労の蓄積があった。) 

 

事例３：平成 25 年 2 月、22 時頃、学生が帰宅途中に急性アルコール中毒のため自転車と共に転倒。脳

挫傷、頭蓋骨骨折、鼓膜損傷など。休業 1 ヶ月。(論文の作成・発表のため疲労が蓄積した状態で、

論文発表が終了した解放感から過度な飲酒を行った。) 

 

【学生の夜間・休日の実験について】 

・夜間や休日の実験を行う必要がないように、計画的に実験を進めるよう指導すること。 

・やむを得ない事情があり、夜間や休日に実験を行なう場合は、指導教員等がそれを把握し 

必要な指導等をした上で行わせること。 

・１人では作業させないこと。 

・睡眠不足や疲労が蓄積した状態で実験をさせないこと。 

・万が一、事故が発生した場合の緊急連絡体制を確認し周知しておくこと。 
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あなたの目を守りましょう 
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レーザー使用上の注意 

 

（１） 身体への危険性 
レーザー光による身体への影響としては主に、眼と皮膚への障害が考えられます。レーザー光が目に

入ると網膜に障害をもたらし、失明等の重大な永久的障害を残す恐れがあります。角膜や水晶体といった

前眼部も白内障などの損傷が起こり得ます。大出力のレーザーは、皮膚にも火傷を起こす危険性があり

ます。特に、短波長光は光化学反応が起こすので、低強度でも長時間の被曝は避ける。 

以下に注意事項を述べる。 

●眼障害に対する注意等 

⒜ レーザーの取り扱いの際には、使用レーザーの波長に対応した保護眼鏡を必ず着用する。 

⒝ 低強度であっても保護眼鏡を着用していても、絶対にレーザー光を直接見ることは避ける。 

⒞ ミラー等の光学系がしっかり固定されていることを確認してから使用すること。 

⒟ 反射率の高い物体は、レーザーの周囲に置かない。腕時計のガラスによるレーザー光の反射の危

険があるので身につけて作業をしない（反射光で失明した例がある）。 

⒠ レーザー光の光路の高さは、歩行時、作業時における目の高さを避けること。 

⒡ 可能な限り明るい場所でレーザーを扱うこと。 

⒢ 予期しない反射を防ぐため、可能な限りレーザー光路及び光路の延長上をカバーで覆う。 

⒣ レーザー機器が設置されている場所の入口又は保護囲いに、適切な警告標識を掲示すること。 

またレーザービームが戸口の方に向く配置としない。 

 

●皮膚障害に対する注意 

⒜ 衣服の上からでも、身体のどの部分にもレーザー光をさらさない。 

⒝ 皮膚の露出を少なくする。難燃性の長袖の衣服の着用が望ましい。 

⒞ レーザー光路上及び光路の延長上に立たない。 

⒟ レーザー光路に燃えやすいもの（溶剤、油、紙など）を置かない。 

⒠ レーザー光は、専用のビームストッパーや不燃性の遮蔽物（レンガなど）を置いてレーザービームを

終端させる。 

 

（２） その他使用上の注意事項 

⒜ レーザーは高電圧を印加し動作しているので、使用中、使用後に限らずむやみにカバーを外さない。

故障修理等のためにカバーを開ける際には、感電に対する処置を施した後作業を行う。 

⒝ レーザー装置のカバーを外しているときは、レーザーを発振させていなくても保護眼鏡を着用する。 

⒞ エキシマーレーザはハロゲン系のガスを使用するのでガス配管のリーク等のチャック及びその取り

扱いに注意する。 

⒟ 色素レーザーの色素には発がん性等の危険性があるものもあるので取扱いには注意する。色素
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溶液の調合の際には必ず手袋と保護眼鏡を着用し、局所排気装置内で行うのが望ましい。 

⒠ 使用中は、レーザーの使用を意識しない他の作業者に、その使用が分かるようにする。 

 

レーザーのクラス分け 

 レーザーは光の出力により危険度が高くなる。JIS C 6802「レーザー製品の放射安全基準」 

平成 17.3.25 改正により危険度によってクラス分けされている。以下にレーザーのクラス分けを示す。 

クラス 基  準 出力(連続光) 警告ラベル義務 表示ラベル 

１ 
レンズなどの光学系で集光しても、眼

に対して安全なレベルのレーザー。 
0.39μW 以下 不 要 クラス１レーザー製品 

２ 

可視光(400-700nm)で、眼の保護は｢ま

ばたき｣などの人体の防御反応により

障害を回避できる出力のもの。 

1mW 以下 必 要 
レーザー放射／ビームをのぞき込ま

ないこと／クラス２レーザー製品 

１Ｍ 

302.5-4000nm の波長範囲で、光源か

ら 100mm をおいて裸眼で観測して安

全だが、レンズによる観測で障害をう

ける可能性はある。 

5mW 以下 必 要 

レーザー放射／光学器具で直接ビー

ムを見ないこと／クラス１Ｍレーザー

製品クラス１レーザー製品 

２Ｍ 

可視光で、光源から 100mm をおいて

裸眼で観測して嫌悪反応により危険

性が回避できるが、レンズによる観測

で障害をうける可能性はある 

5mV 以下 必 要 

レーザー放射／ビームをのぞき込ま

ないこと、また、光学器具で直接ビー

ムを見ないこと／クラス２Ｍレーザー

製品 

３Ｒ 

302.5-4000nm の波長範囲で、光学系

で覗かない限りは安全なレベルのレ

ーザー。但し、光学的手段で直接ビー

ム内を観察することは危険。 

5mW 以下 必 要 
レーザー放射／目への直接被ばくを

避けること／クラス３Ｒレーザー製品 

３Ｂ 

波長範囲及び裸眼又は光学的手段を

問わず直接又は鏡面反射によるレー

ザー光のばく露により眼の障害を生じ

る可能性がある。 

0.5W 以下 必 要 

レーザー放射／ビームの目または皮

膚への被ばくは危険！、見たり触れた

りしないこと／クラス３Ｂレーザー製品 

４ 

拡散・反射された光を見ても危険なレ

ーザー。皮膚に当たると火傷を生じた

り物に当たると火災を生じる恐れがあ

る。 

0.5W 以上 必 要 

レーザー放射／ビームや散乱光の目

または皮膚への被ばくは危険！、見

たり触れたりしないこと／クラス４レー

ザー製品 

取り扱うために必要な掲示 

 警告ラベル及び表示ラベルは、本体もしくは固定した装置の、見やすく分かりやすい場所に必ず貼

付しなければならない。 

 

 

 

参考文献 

東京大学工学系安全マニュアル 

レーザー管理区域の表示例 
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保護具 

● 保護メガネを着用する実験や作業 

・化学物質・薬品を扱う実験や作業 

・レーザー、紫外線や赤外線の発生する実験や作業 

・粉塵又は切り屑が出る実験や作業（破砕・研磨・液体の混練、工作機械の使用など） 

・高温物または低温物を扱う実験や作業 

・爆発、破裂またはガラスへ陶器の器具が破損する可能性がある実験や作業 

 1）保護メガネ  近視用のメガネなどは保護メガネの代用にはなりません。 

   ＜メガネ型＞   普通のメガネと同じだが、横や斜めからの眼への飛入を防止する。   

                      

＜オーバーグラス型＞   通常のメガネを使用していても、その上から着用できる。 

                      
＜ゴーグル型＞ 眼を完全に覆うタイプのものであり、気密性の高いものでは、蒸気やガスにも対応できる。 

                      

2）遮光保護具 

   有害光線（紫外線、強い可視光線、赤外線、レーザーなど）を放射する作業用。 

   レーザーの種類・発振波長・出力に応じたフィルター特性があるので、注意が必要です。 

                               

● 保護メガネ使用の実験室への掲示  

 

横にカバ

ーがつい

て、飛散

防止 

柄の角

度調節

が可能 

柄の長さ

調節が

可能 

柄の角度

調整が可

能 

柄の長さ

調整可

能 

耳掛け

部分にソ

フトゴム

を使用 

バンドが

ゴム素材 

空気穴

つきで曇

止め機

能有 

顔への

密着にゴ

ムを使用 

光角度

が不特

定な時用 

メガネとの

併用タイ

プ 

軽量コン

パクトタ

イプ 

保護メガネを着用すべき作業のある部屋には 「保護メガネ着用」 の表示を 

掲示してください。 
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切創防止用 

● 保護手袋 

 ガラスや鉄板など手を傷つけやすいようなものを扱う作業及び低温、高温物質を扱う作業用 

   

 

 

 

 

 

 

 

● 安全靴 

重量物運搬や落下物による足部の障害の危険性のあるような作業用 

 

● 安全帯 

 高さ２ｍ以上の場所での高所作業やこれに準ずる場所での作業用 

 

● 呼吸用保護具 

１）防じんマスク 

   粉じん、ヒューム、ミストなどが発生する作業用 

 ２）防毒マスク 

   屋内における有害物質（有機溶剤、化学薬品など）を用いる作業で 

局所排気装置を用いてもその換気が不十分であるような場合 

 ３）自給式呼吸器等の設置 

   酸素欠乏が起こりうる可能性のある部屋（液体窒素を大量に使用する部屋など） 

● 安全帽（ヘルメット等） 

 物体の飛来、落下による危険性また墜落の危険性のある作業場 

● 防音保護具（耳栓、イヤーマフ） 

 強烈な音響（85dB(A)以上）を発生するような職場 

● その他の注意点 

 濡れた及び滑りやすい床では滑りにくい靴を使用すること 

 原則として脱げやすい履物などは使用しないこと 

 実験台上の瓶や実験器具などを引っかけることのない服装とすること 

 

簡易的 一般的なもの 耐有機溶剤 

耐熱 寒剤用 耐電用 作業用 
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化学物質の管理（UTCRIS:東京大学薬品管理システム） 

 

薬品管理システム（UTCRIS）（https://utcris.adm.u-tokyo.ac.jp/CRIS_v1_0/index.aspx） 

東京大学では、教育・研究目的で使用する化学物質は、全て東京大学薬品管理システム（UTCRIS） で

管理することになっています。化学物質を購入したら、UTCRIS に登録してください。 

なお、高圧ガスボンベについては、柏地区では物性研究所低温液化室の高圧ガスボンベ管理システム

を使用してください。（p33.「寒剤及び高圧ガスの取り扱い」） 

 

 

 

東京大学では、UTCRIS を使って PRTR 集計（1 回/年）、安全衛生法指定化学物質使用量調査（４回/

年）を行っています。 

 

 

  

UTCRIS の HP （https://utcris.adm.u-tokyo.ac.jp/CRIS_v1_0/index.aspx） 
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化学物質の取扱い 

有機溶剤・特定化学物質を取り扱うときの注意 

有機溶剤を使用する実験室では、使用している有機溶剤の種類を示す表示シールと関係者以外立ち

入り禁止の表示を、特定化学物質を使用する実験室は、関係者以外立ち入り禁止の表示を実験室入口

の廊下側に掲示してください。 

また実験室の内側に、保護具着用、火気厳禁、飲食･喫煙禁止の表示を掲示してください。  

表示シールは新領域環境安全管理室にあります。 

      

 

 

 

 

 

 

毒物・劇物を取り扱うときの注意 

毒物・劇物は、その他の試薬とは分けて、それぞれ専用の保管庫に 

入れ、保管庫の鍵は教員が管理してください。 

保管庫には、該当する表示シールを貼付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機溶剤種類の表示シール 
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 毒物または劇物の保有数がすくない等、専用の保管庫や冷蔵庫を準備するのが難しい場合は、下記事

例を参照にして、手持ちの保管庫や冷蔵庫を専用の保管庫として活用することができます。 
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作業環境測定 

 

特定化学物質（第１類、第２類）、有機溶剤（第１種、第２種）を取り扱う実験室では、６ヶ月に１回、作

業環境測定士による測定行い、その記録を３年間（特定のものは３０年間）保管することが義務付け

られています。 

作業環境測定は、四半期ごとの労働安全衛生法指定実験系化学物質の使用量調査結果をもとに、環

境安全本部で測定対象場所、物質を選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ガス漏れしてしまったので、残留物がないか確認したい」「なんとなく臭う気がするから、自分たちで研

究室の作業環境の測定をしたい」という方には、気体採取器を貸し出します。 

測定する気体で、気体採取器に接続して用いる検知管が異なります。貸し出しを希望される場合には、

測りたい気体の種類をお申し出ください。管理室で準備している検知管もありますが、ない場合は、研究

室で購入してください（数千円程度）。新領域環境安全管理室まで、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作業環境測定の様子 

検知管の例 



34 

寒剤・高圧ガスの取扱い 

 

（１） 柏キャンパスにおける寒剤及び高圧ガスの取扱いは、物性研究所低温液化室が管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）寒剤及び高圧ガスを利用するには、物性研究所低温液化室が主催する講習会を受講しなければ

なりません。 

（３）高圧ガス製造あるいは一定量以上の貯蔵に係る機器・設備を設置する場合は、行政機関への事

前の許可又は届出が必要になります。実験で、これらを設置する場合には、物性研究所低温液化

室へ必ずご相談下さい。 

（４）高圧ガスボンベは、柏キャンパス高圧ガスボンベ管理システムに登録しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）高圧ガスボンベ設置方法 

 

 

 

物性研究所 低温液化室の HP  (http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/) 

柏キャンパス高圧ガスボンベ管理システム  (http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/cryogenic/cylinder/) 

〇 ボンベラックはジェルマット等      

で床面に固定する。 
〇 使用していないボンベは、              

即低温液化室に返却すること。 

しよう 
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エレベーターを使用する寒剤運搬ルールについて 

 

基盤棟/基盤実験棟での運搬方法  

（１）出発階から寒剤を運び入れ、無人で目的階に運ぶ。目的階には受け取る人が待機する。つまり運搬は 

必ず二人以上で行う。 

（２）寒剤容器を小さな台車に載せて運ぶ場合、エレベーターの段差を超える時には台車から降ろすこと。また、 

ある程度大きな台車に載せて固定する、柵の付いた台車とするなどでもよい。 

基盤棟での運用 

（１）東棟の北側にある荷物運搬用エレベーターを使う。 

（２）すべての階のエレベーター扉に 「寒剤の運搬中は危険ですので絶対にエレベーターに一緒に乗らないで 

ください！」 という張り紙をしておく（常時）。 

（３）途中階で扉を開ける一般人のために、エレベーター内の寒剤に 「寒剤の運搬中ですので絶対に一緒に 

乗らないでください！」 と書いた張り紙をする。 

 

生命棟での運搬方法 

寒剤を生命棟のエレベーターで運搬する際は、密閉空間での窒息などによる事故防止のため、以下の要領で

行うこととする。 

（１）運搬は倒れにくい容器(細長いものではない容器)、あるいは転倒防止措置の取られた運搬器具にて運搬 

する。 

（２）運搬は 2 人以上で行う。 

（３）寒剤を運搬するエレベーターは備え付けのチェーン(注意札付き)をかけて無人で昇降させる。 

（４）目的階で寒剤をエレベーター内から引き上げるための人員を待機させる。 

※備え付けのチェーンには、「寒剤運搬中、エレベーターには乗らないでください」と書かれた注意札をつける。 

 

環境棟での運搬方法 

（１）寒剤容器を運搬するときには、転倒防止のため、柵付台車を使用すること。環境棟では柵付台車を保有し 

ているので、それを自由に使えるような体制にする。 

（２）寒剤容器を運搬する者は、携帯式酸素濃度計を必ず携帯すること。 
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放射線・放射性物質（ＲＩ）の取扱い 

 

（１）放射線・放射性物質の取扱いは、各部局放射線障害予防規程に従って適切に行う必要がある。 

（２）放射線・放射性物質は、あらかじめ認められた指定の場所（管理区域）において取扱わなければな

らない。 

（３）放射線利用の基本は、取扱いによって生まれるリスクよりもその成果が大きいと考えられる場合に

行うのが原則である。 

（４）放射線(エックス線)・放射性物質を使用したい者は、各部局の放射線障害予防規程に従って登録を

しなければならない。登録のためには、全学一括及び部局講習会を受講し、特殊健康診断を受

診しなければならない。 

（５）エックス線回折装置などを取扱う場合は、エックス線取扱者として手続きを済ませた後、エックス線

取扱主任者又は装置責任者の指示に従う。（電離放射線障害防止規則により管理される。） 

シンクロトロン放射光施設を利用する場合には、放射線障害防止法により管理されるので放射

性物質の取扱者と同じ放射線業務従事者として登録する。 

（６）異常時には、研究室の責任者及び担当者に通報し、各部局の放射線取扱主任者に連絡すること。 

（７）所属部局外の放射線施設を利用する場合には、放射線作業従事者に登録されていることの証明

が必要になるので、各部局の放射線管理室に連絡すること。 
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遺伝子組換え実験の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究のための麻薬・向精神薬・覚せい剤原料の取扱い 
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電気設備使用上の注意 

 

 学内では、様々な電気製品を用いて快適に効率よく研究実験活動を行っていますが、一たび電気の取

り扱いを誤れば、感電事故、漏電事故、停電事故、火災を引き起こすことを忘れてはいけません。特に実

験室においては、実験者自身が電気配線や電気機器の修理を行ったり、電気機器をあえて過酷な条件

下で使用する場合が多い。実験者は、電気に関する基礎知識を身につけることはもちろん、電気の使用

ルールを正しく理解しておくことが必要不可欠です。 

 

法 律 

 電気設備に関して法律上、電気事業法、電気設備に関する技術的基準等により規制を受けている。電

気事業法上、キャンパス毎に自家用電気工作物という適用を受け、キャンパス毎に電気設備保安規定を

定め、技術基準に適合するように自主的な工事、点検、運用、保安等を行い維持することとされている。そ

の中においては、電気配線等の工事を行う際は、電気工事士等の有資格者が、安全な保護具を着用し、

適切な材料を用い、適切な施工を行うことが義務づけられている。例えば、それらを怠って事故等が発生

した場合は、労働安全衛生法とは別に、電気事業法により管理者及び電気主任技術者等が責任を問わ

れることになる。 

 

感 電 

【人体への影響】 

 感電は、電気機器や配線の通電部分への接触や帯電部への接近によって人体を通じて大地または、配

線間に電流が流れることによって生じる。感電の人体への影響は、電源の種類、通電経路、通電時間な

どによって異なるが、人体に流れる電流値に大きく影響される。感電の人体への影響は、人体を流れる電

流によっても異なるが、一般的には 100mA 前後で死に至るとされているが、たとえ 20mA 前後でも筋肉

の痙攣と神経の麻痺が起こり、仮に手で充電部分をつかんだ状態で感電すると、離脱不能状態となり死

に至る事もある。 

【感電の予防】 

１．濡れた手で電気機器に触れない。 

２．コンセントやプラグが破損しているものは、速やかに取り替える。 

３．電気機器のアースを完全に取る。特に水の近く水を使用する電気機器や本体が金属の電気機器で

は、アースをとることが重要である。 

４．水や金属片等のある実験室では、テーブルタップ等を床に置かないようにする。 

５．コンセントや電気機器のゴミやホコリを取り除く。 

６．コンデンサーは、電源を切っても電気を保持している場合があるので、回路に触れるときには、コン

デンサーを完全に放電させてから行う。 
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７．高電圧や大電流を扱う実験室では、通電部には接触しないように絶縁物で保護し、危険区域を指定

し立ち入らないように区画する。 

８．高電圧や大電流を扱う実験は、一人で行わず、二人以上で行い、「高圧危険」などの表示を行うこと。 

 

漏電災害 

電気機器や電気設備は、古くなると絶縁物が熱等で絶縁性が低下し、漏電する事になる。電気機器内

部にホコリが溜まったり、湿気がついたりすることで漏電が起きることも多く、これによって火災まで発展す

ることがある。 

【防止策】 

１．水気や湿気のある場所で使用する電源には、漏電遮断器を取り付ける。 

２．電気機器の異音、異臭等の異常の早期発見に努める。 

３．電気機器にホコリやゴミが溜まらないように時々点検、清掃を行う。 

 

過熱火災 

過熱には、発熱機器による過熱の他、電線に対し過負荷による過熱、電線接続部の接触不良による過

熱がある。 

【防止策】 

１．過熱により電気火災が起こりやすいのは、電気コンロ、電気ストーブ、電気ヒーター等の電熱器であ

るが、特に発熱体がむき出しの機器を使用する際は、無人状態における運用を無くすことが重要

である。 

２．過熱器は一般的に容量が大きくコンセントやプラグの接触不良により過熱を起こしやすいので、定

期的にコードの損傷、コンセントの状態を定期的に点検することが重要である。 

３．高温の電気炉を無人で長時間使用する場合には、炉の周囲に燃える物を置かない等の対策が必

要である。 

４．テーブルタップ等は、定格以上の電流を流した時に過熱するので、一般的に加熱機器は容量が大き

いので使用は避ける。 

 

電気火花 

 可燃性のガスや蒸気が充満する場所においては、電気火花が発生すると爆発や火災を引き起こす事が

ある。 

【防止策】 

１．引火性や可燃性の物質をスイッチやコンセントの近くには置かない。 

２．可燃性のガスや蒸気が充満する場所においてスイッチ等を用いる際は、防爆構造の機器を用いる。 
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実験室等における注意事項 

 実験室等には、通常、壁面にコンセントと場所によっては、実験盤が設けられている。－般のコンセント

の定格電流は、15A であり、容量が不足する場合や大電力を必要とする電気機器においては、実験盤か

ら直接配線する必要がある。 

【注意事項】 

１．室内の電気配線工事を行う際は、必ず施設担当者等に相談してから施工すること。 

２．配線を床面に一時的に這わせる場合には、加重に強いキャブタイヤケーブルを用い床ころがし面を

ガムテープ等で固定する。 

３．テーブルタップを用いたたこ足配線は原則行わない。やむなく用いる際には、ケーブルの太い、床に

置くのではなく壁に磁石等にて固定できる物を用いる。 

 

電気事故時の対応 

【感電事故時】 

まず、速やかに電源を切る。 

電源が遮断できない時は、感電者の体を絶縁製の棒、乾いた木性の棒等で払いのける。 

その後応急処置等の対応を行う。 

 

【電気火災時】 

電気火災が発生した時は、まず、電源を遮断してから消火活動を始める。 

最悪、通電したまま消火する時は、水を用いると感電、火災の拡大につながるので、粉末消火器や炭酸

ガス消火器等を用いて消火活動を行う。 
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最近起こった事故に基づく注意事項 
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実験用ガラス機器破損による切創に注意 

環境安全本部 

 学内で実験中のガラス機器破損による外傷が多く発生しています。 

ガラス機器は、取扱時に外力をかけすぎたり、急激に加熱したり冷却したりすると、破損して切創の原因と

なることを十分に認識し、取扱いに注意してください。 

 

ガラス機器取扱い時の主な注意事項 

１．割れ目やヒビのあるガラス機器は速やかに廃棄し、絶対に使用しないこと。 

２．ガラス機器を扱うとき、洗うときには、可能な限り保護手袋を装着すること。 

３．ガラス機器を加熱したり、冷却したりするときには、ゆっくりと時間をかけて行い、ガラス機器に 

近づきすぎないこと。 

４．ガラス機器をゴム栓などに差し込んだり、ゴム栓などから外すときには、差し込む部位の近くを 

持ち、無理な力を加えないこと。抜去時に外れにくい場合には、差込部でガラスを切断すること。 

 

東京大学内で発生したガラス機器の破損による事故 

・ビーカーを洗浄中に、強く握ったら破損し、手を切った（ビーカーにヒビ等はなかった） 

・真空ホース接続部品を取り外す作業中、29 型ガラス摺り部位が強くはまり込んでいたため、手で力を 

かけたところ、U 字型に曲がったガラス管が破損、手を切った。 

・ガラスピペットにゴム製の安全ピペッターを装着しようとしていたところ、ピペットが折れて指を切った。 

病院で 3～4 針縫う。通院し、2 週間ほどで抜糸。 

 

・被災者がフラスコを持って研究室内を移動していたところ、濡れた床で転倒しフラスコごと手をついた。 

その際、破損したフラスコで手の神経と腱を切断し、神経と腱の縫合手術と 40 日間の入院を要した。 
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実験系廃棄物 

 

大学における教育や研究の活動により、大学周辺などの外部の環境に与えるマイナス影響、および、

実験する自分自身が晒される危険を考慮し、その対策を検討することが必要です。 

 

柏キャンパスで発生する実験系廃棄物は、基本的に環境安全研究センター柏支所（以下、センター柏支

所）で、定期的に受入れ回収しています。 

詳細は、センター柏支所にお問い合わせください。 

以下概略です。 

（１）実験廃棄物の分別収集区分や処理依頼伝票などにはルールがあります。廃棄物の受け入れ場所

は柏支所の危険物倉庫前、受け入れ日は原則として毎月第 4 木曜日です。 

固形廃棄物（L 分類）については、廃棄物の適正管理の立場から、小袋にバーコード・シールの貼

付が義務付けられています。 

（２）不明試薬、不明薬品（廃液）が発生すると、安全上問題であるばかりでなく、その処理に膨大な労

力と費用がかかります。したがって、これらを絶対に発生させないようにしてください。そのために

は、使用後にこまめに管理すること、不要薬品の迅速な処分、さらには無駄な薬品の購入をしない

努力も必要となります。また、サンプル瓶等に入れた薬品は、後々、その内容が不明となりやすい

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境安全研究センター柏支所の HP ： http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/kashiwa/index.html 
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廃棄試薬 

  

不要になった試薬は、研究科で一括して業者に廃棄委託します（費用は研究室負担）。今年度の実施予

定が決まりましたら、環境安全管理室より通知します。  

廃棄できる試薬  ・ 購入時の容器に入っている固体または液体であること 

・ 明確に読み取れる製品ラベルが貼られていること     
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定期点検 

 

 各実験室で使用している装置、機器（以下装置等）には、法律で定期点検の実施および点検記録の保

管が定められているものがあります。 

 新領域環境安全管理室では、下記の機器については年に１回、業者点検を一括して行います。メール

で通知しますので、研究室単位でお申込みください。 

 研究科とりまとめによる一括点検を申し込まない場合は、研究室で点検を実施し点検報告書を提出して

ください。研究室で業者点検を手配する場合は、点検報告書の写しを提出してください。 

 ・局所排気装置（ドラフトチャンバー） 

 ・圧力装置（オートクレーブ） 

 ・遠心機 

ドラフトチャンバー本体へ必要な提示 

 

その他の自主検査が必要な装置 

     ・研究用エックス線装置 

       全ての装置：年に１回の定期漏えい検査 

       管理区域が装置外、かつ装置を固定して使用するもの：６ヶ月に１回の作業環境測定 

      管理区域が装置外、かつ装置を固定しないもの：１ヶ月に１回の作業環境測定 

     ・電子顕微鏡（定格加速電圧 100 キロボルト以上）：年に１回の定期漏えい検査 

X 線装置に必要な分類掲示 

 

  詳細は新領域放射線管理室にお問い合わせください。 メールアドレス：fs-rad@k.u-tokyo.ac.jp 

mailto:fs-rad@k.u-tokyo.ac.jp
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室内配置図 

 

 緊急時に、消防や警察の活動を円滑に行えるよう、実験室入り口の廊下側に、室内配置図の掲示を

お願いします。下の例を参考に、配置図を作成してください。 

また、常に最新の配置図を掲示し、更新したらその都度環境安全管理室へ連絡してください。 

 

 

  

◎レイアウト： 手書きで可 

◎ボンベ・薬品庫の位置： 内容物記載の必要はありません 

◎最寄りの消火器、消火栓の位置： 「☆印」で記入する 

◎危険物・ボンベ・終夜運転機器： 緊急活動時に注意を要する装置等は「赤色」で塗る 

◎入口を下にして図を作成する 

作成のポイント 
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夜間・休日緊急時連絡票 

 

実験室には、「夜間・休日緊急時連絡票」を掲示してください。 

１）夜間、休日の緊急時に、確実に連絡が取れる担当者２名の氏名と電話番号を優先順に記入して 

ください（手書きで可）。 

２）担当者は教員、学生のいずれでも構いません。 

３）電話番号は携帯、自宅のうち確実に連絡の取れる方を記載してください（併記も可）。 

４）Ａ４判にて印刷し、記載内容が直ちに人目に触れることがないよう封筒等に入れたうえ、室入口の内 

に添付してください（緊急時に取り出せる状態としてください）。 
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実験室耐震チェックシート 

 東日本大震災では、柏キャンパスでも棚の転倒や機器の落下などの被害が発生しました。新領域の各

建物は、震度 6 程度の揺れでも倒壊することがないように設計されていますが、各実験室内でしっかりし

た耐震対策がなされていないと、研究活動を継続することが困難になるような大きな被害につながってし

まいます。まだ余震活動も続いていますが、地震による被害を最小限に食い止めるために、以下の３つの

ポイントに絞って、実験室内の耐震性に関するチェックシートを作りました。 

 ① 転倒・落下・横滑り防止 ～倒れたり落ちたりしないために！～ 

 ② 出火防止 ～火を出さないために！～ 

 ③ 避難経路確保 ～逃げ道を確保するために！～ 

 市販の耐震グッズや関連 HP についても紹介していますので、是非参考にして下さい。 

□ 棚を壁面もしくは床に固定をしている(Ｌ字固定具で固定すること) 

□ 固定金具のネジが緩んでいない 

□ 引出しに振動で開閉しない工夫をしている(引出用の耐震ラッチを使用するとよい) 

棚(器具棚、試薬棚、その他)の固定  

キャスター付棚・装置類の固定  

□ キャスターのストッパーがＯＮになっているかの確認 

□ ストッパーのないキャスターに横滑り防止具を設置している 

小型装置の固定(分析装置、反応装置、関連パソコン等) 

□ 以下の転倒・落下防止対策が施されている 

   ＊床にボルトを打ち込める場合は、固定金具で固定する 

   ＊市販の粘着式耐震用ストッパーで４点固定する 

   ＊耐震用粘着ジェルマットで固定する  

ボンベの固定 

□ ボンベラックを手で揺らしてもグラグラしない 

  (ラックをボルトで地面固定するか、 

   耐震用粘着ジェルマットを使用) 

□ バンドもしくはチェーンでボンベを 2 点固定 

□ 掛けたチェーンに緩みがない 

□ チェーンフックのフック部分が短くない 

  (短すぎると縦揺れの地震で 

   簡単にはずれてしまうことに注意) 

キャスターロック 

ラック固定 
ボルト or ジェルマット 
 

耐震ラッチ 壁固定金具 

１．倒れたり落ちたりしないために！ 

キャスター固定 

粘着式耐震用ストッパー 

拡大 

②緩みがない 

③揺れで 

 チェーンが 

 外れない 

①2 点固定 
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□ 中の試薬瓶に以下の転倒・落下防止対策が施されている    

   ＊動かないように間仕切りや柵が設置されている 

   ＊小容量容器は小さなかごにまとめて収納されている 

   ＊スペースが空いて転倒しやすい場合は詰め物がされている     

□ 混触禁止物質は別々に保管されている      

□ 振動で扉が自然に開かないように鍵もしくはストッパーが設置されている 

試薬 

 ２．火を出さないために！

薬品転倒防止用容器 

扉自然開閉防止用ストッパー 

隙間なく試薬を収納 

混触禁止物質に注意！ 

電気 

□ 地震時に振動で水が飛び出るような場所に、電子機器、コンセント、タップ等を配置しない 

□ 逃げ道が二方向以上確保されている(出入口をふさいでいませんか？)  

□ 動線上に物が置かれていない(倒れやすいものが置かれていませんか？)  

□ 収納の重心バランスの確認(重たいものは下に収納されていますか？) 

□ 収納物の転倒・落下防止対策 

(棚の中で収納物が倒れたり壊れない状態になっていますか？) 

□ 棚上の収納状態の確認(固いものや重いものが置かれていませんか？) 

 ３．逃げ道を確保するために！  

重たいもの 

軽いもの 

実験作業台 

□ 洗瓶やよく使用する溶媒はラックに収納されている 

□ 薬品ラックは作業台の真ん中に配置されている 

□ どうしても作業台付属の棚に試薬瓶やサンプル瓶を置く場合は以下のことに注意する 

  ＊柵を取り付けるか適切な深さのかごを利用して転倒を防止する 

  ＊かごを利用する場合は、中身が一目で分かる場所にラベルを添付する 

ガラス器具の収納 

□ 器具を詰め込み過ぎない    

□ ガラス器具に以下のような転倒・落下防止対策が施されている 

  ＊倒れやすい物の下に滑り止めマットを敷く 

  ＊メスフラスコやメスシリンダーなどバランスの悪い器具に滑り止めマットは 

   効果がないので、ラックなどに入れる 

 ４．さらに耐震性を高めるため

机上の薬品はラック収納 

倒れやすいものはラック収納 
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    アングル等で作った自作棚 

□ キャスターの場合は、ストッパーをＯＮにする 

□ キャスターではない場合は、地面に平行な足を取付ける 

□ 棚に以下の転倒防止対策が施されている 

   ＊バンドやチェーンで壁などに固定する 

   ＊周りにある棚に連結する 

□ 収納物に以下の落下防止対策が施されている 

   ＊アングルで端に柵を取り付ける 

   ＊厚手のアクリル板を挟み込む 

   ＊ラックに収納して置く 

冷蔵庫 

□ 扉に鍵もしくは扉開閉ストッパーを設置し、振動による扉開閉防止対策を施している 

□ 中の間仕切棚の固定 

□ 細かいサンプル瓶などは小さいラックを使用して収納する  

廃液タンク 

超音波洗浄器 

装置等に対する緊急時対処方法 

緊急地震速報の情報取得 

□ ベルトやチェーンで固定することにより転倒・防止対策を施している 

□ 振動による以下の中身の噴出防止対策を施している 

   ＊廃液を捨てる時以外は蓋を閉める 

   ＊分析装置に直接つないでいるタンクは、排水ホースが抜けないように 

     固定し、振動による液体飛散拡大防止のためにタンクの下にバットを敷く 

□ L 字固定具などで固定することにより転倒・防止対策を施している 

□ 地震時に振動で飛び出た水がかからないように、 

   コンセントの取る位置を工夫する 

□ 洗浄器の下に水受けバットを敷いている 

□ 規定水位を超えて使用しない 

□ 使用していないときは蓋をする 

□ 超音波洗浄器の周りに電気機器を置かない 

□ 地震発生による停電や断水になった場合に異常が起こらない設計になっている 

□ 地震発生時の停止方法が明確になっている 

□ 実験室内にあるパソコン画面は、常時『緊急地震速報』のウィンドウにしておく  

参照：http://eew-kashiwa.eri.u-tokyo.ac.jp/kashiwa/ 

アングルの落下防止策 

扉開閉ストッパー 小さい試薬瓶は 

小ラックにまとめる 

冷蔵庫内 

近隣コンセントの使用状況 

振動による内容水の飛散防止策 

注意！ スピーカーは ON設定 
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○耐震対策のポイント 

②製品寿命を守り、定期的に交換 

③研究室の運用効率を下げない現実的な方法の選択 

①接着タイプと設置面材質の相性(塗装壁に設置する場合は要注意！) 

耐震グッズの紹介 

粘着マット型 

Ｌ字固定具 
(棚、小型装置) 

耐震用ジェルマット 
(棚、ボンベラック、 

小型装置) 

キャスター用 

横滑り防止具 

粘着マット型固定具 
(ＯＡ機器、小型装置) 

ボンベ固定バンド ボンベ固定のための 

追加チェーン 
ボルトカッター 

（チェーン切断用） 
クイックリング 

（チェーン連結用） 

ガムロック new MB  

参考価格：\5,040 

タックフィット TF-5550  

参考価格：\3,150 

P-N50L 

(50×50×5 mm 4 枚入) 

参考価格：\3,150 

QL-55 

(対象物重量 56 kg) 

参考価格：\3,129 

参考価格：\8,400 線径 3 mm 用 

参考価格：\3,812 

線径 3 mm   

参考価格：\2,867/10 m 

参考価格：\315 

グッズ情報  

【カタログ】   

＊エスコ便利カタログ   ＊オレンジブック   ＊アズワン研究用総合機器カタログ(実験室の耐震対策グッズ) 

【 Web 】 

 ＊北川工業(株) http://www.kitagawa-ind.com/kitarior/index.html  転倒防止対策 動画による耐震対策のコツも紹介 

         (商品：タックフィット) 

 ＊プロセブン(株) http://www.pro-7.co.jp/ 青色の耐震用ジェルマットでおなじみ(商品：耐震マット) 

 ＊アイディールブレーン(株) http://www.ibrain.jp/gumlock/index.html ボルトを使用しない固定具(商品：ガムロック) 

 ＊サンワサプライ(株) http://www.sanwa.co.jp/index.html OA 機器耐震対策用品(商品：耐震ストッパー) 

 ＊Amazon.com  http://www.amazon.co.jp/ 耐震グッツを幅広く検索したい場合に、キーワード検索ができて便利 
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野外における教育研究活動安全衛生管理計画書(野外活動計画書) 

 

野外活動を行う場合は、事前に野外活動計画書を研究科長に提出してください。 

野外活動には、野外調査（フィールドワーク）、屋外でのインタビュー、視察、見学等、野外観測、大型船

による調査、学生を引率しての野外実習など、屋外におけるすべての活動が含まれます。こうした野

外活動は、屋内活動と異なり、重大な怪我や、場合によっては命を落とす事故に遭う危険性があります。

危険を回避し事故を防止するため、事前にしっかりと計画をたて、万が一問題が発生した場合でもすみや

かに対処できるよう備えてください。 

野外活動計画書様式 ： 新領域・環境安全管理室 webまたはサイボウズよりダウンロードしてください。 

 

〇「野外」とは・・？ 事故防止指針 p108 より抜粋 

東京大学の敷地外の野外などのことです。 

山、川、海などの野外はもちろん、集落や都市などにおける調査も、大学敷地外の屋外であれば

「野外活動計画書」の届出が必要です。 

同規定の適用対象外となる活動 

・学生の野外での部活動・サークル活動など 

・国立天文台の観測所など、本学以外の組織（他の大学、研究機関）が明確な管理区域として 

管理している敷地での活動など 

 

〇参加者が東京大学の複数の部局にまたがっている場合 事故防止指針 p110 より抜粋 

野外活動計画書は責任者が在籍する部局長のみに提出して下さい。 

ただし、有事の際に参加者が所属する部局長に速やかに連絡が取れる体制を確保しておくため、 

全参加者の所属（学生の場合は、指導教員名も）・緊急連絡先を明記して下さい。 

 

〇海外で野外教育研究活動を行う場合 

・海外への渡航・滞在にあたっては、最新の情報を確認してください。 

外務省海外安全ホームページ  http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

東京大学「海外渡航危機管理ガイドブック」 

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/go-global/voyage/index.html 

 

・必要な予防接種を受けてください。 

本学所属で業務や正課の授業などによる海外渡航の予定がある方は、各地区保健センターで、 

「渡航前医療相談」を受けられます。 

詳細は、保健センターHP  http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/travel/index.htm で確認して下さい。 

 

 

≪参考資料≫ 

野外活動における安全衛生管理・事故防止指針第 4 版 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/go-global/voyage/index.html
http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/travel/index.htm
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野外活動計画書  Management  Plan 

 

 

 

To Dean of GSFS

所　　属 Affiliation 新領域創成科学研究科/GSFS

専攻名 Department

職　　名 Job Title

氏　　名
Name
(Activity Leader)

 印

seal

活動の場所/Location

日程/Schedule

宿泊先
Accommodation and

contact number

活動の概要
Outline of educational research

activities

参加者名簿に記載/Fill in the Name List form

危険作業、有害作業への
安全衛生対応/Precautions for

safety and health regarding

dangerous or harmful activities

活動の場所、環境に関わる
危険への対応/Precautions

regarding possible danger of

the site location(s) and

environment

法令の求める用件への対応
Measures for legal

requirements

他機関の緊急連絡窓口
Emergency Contact at other

organization

指導教員 Academic Supervisor

 補助者の携帯
 Assistant Activity Leader (cell phone)：

(   ) 他機関主催の野外活動の場合は〇をつけてください。/Please make a circle「○」 in the parentheses if the field activity sponsor is another organization.

自家用車業務使用承認伺　（　　）提出済(写)添付 /学生の場合、学生自家用車使用条件書　（　　）添付

他機関主催の野外活動の場合は記入してください。/Fill  in below if the field activity sponsor is another organization

 新領域創成科学研究科長/GSFS Dean　（副事務長経由/contact through Assistant Manager, General Affairs)

移動手段
Travel plan

自動車運転業務届　（　　）提出済(写)添付

新領域創成科学研究科長　殿

野外における教育研究活動　安全衛生管理計画書
Management Plan for Safety and Health during Educational Research Activities in the Field

Submitted  20〇〇 (H〇〇) yr       mo       dy

※ 海外で活動する場合に記入し安全衛生事前チェックリストを添付してください。/Attach completed Pre-Departure Checklist on Field Work Activity  for field activity outside Japan.

滞在国、宿泊国の日本政府在外公館またはそれに準ずる
機関の連絡先/Contact at Japanese diplomatic mission or

other affiliated organization during your field research

activities outside Japan.

参加者/Name List of participants/contacts

〇mo / 〇 dy ～ 〇mo / 〇dy  （〇日間/days）

 平日/weekdays  (+81)-(0)4-7136-4003、時間外/after hours cell phone  (+81)-(0)90-7833-4422

緊急時の連絡方法
Emergency contact: Activity
Leader (during activity period)

緊急時の連絡方法
Emergency contact at UTokyo

 野外活動責任者の携帯
 Activity Leader (cell phone)：

//
環境安全管理室長印新領域　研究科長印
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※
Leaders

氏　名
Name

所　　属
Affil iation

専　　攻
Department

研究室名
Lab name

職　　名、
課程・学年

Job title or course

and grade

緊急連絡先
（家　族）

Emergency contact

(family)

運転者、
保険加入など

Driver,

Insurance, other

　

活動参加者名簿 Participant Name List

※Mark 「◎」 in the Leader column for the Unit Activity Leader of the educational research field activity, and

   mark 「○」 for the Assistant Activity Leader.

   If the field activity sponsor is another organization, mark 「◎」 for the person in charge from that organization.

行程予定表/ Schedule

月日
Date

時刻
Time

場所
Location

移動手段
Travel Plan

活動場所
Destination

活動内容
Activity Description

宿泊先と電話番号
Accommodation and

contact information

1) Fill in the route (round trip) to/from the field activity location(s).
2) Be sure to fill in the date(s) and time(s) that you work in the field accurately.
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安全衛生事前チェックシート / Pre-Departure Check List on Field Work Activity outside Japan 

 

野外活動（海外）の安全衛生事前チェックリスト

要 否 対応済 安全衛生管理計画

□ □ □ 安全衛生管理計画の提出

□ 承認済み　　□事後承認予定

□ 修正依頼

□ □ □ 関連機関への連絡

要 否 対応済 活動前情報収集

□ 危険情報なし

□ 渡航の是非を検討してください

□ 渡航の延期をおすすめします

□ 渡航は延期してください

□ 流行なし

□ 要　確認(専門家に相談）

□ 入手済み

□ 要　確認(専門家に相談）

要 否 対応済 活動の準備 活動の準備

□ □ □ 通信手段の確保 □ 運転免許

□ □ □ 連絡先一覧(研究室等保存用） □ パスポート

□ □ □ 連絡先一覧(携行用） □ 救急医薬品

□ □ □ 旅行保険 □ その他救急用品

□ □ □ 各種資格証明書 □ 安全衛生用具(保護具など）

□ □ □ 保険証

要 否 対応済 健診・健康状態確認

□ □ □ 渡航前健診 (6月以上の滞在には必須）

□ 問題なし

□ 要　確認(専門家に相談）

□ 要　常用薬の確保

要 否 対応済 予防接種

□ 不要　　　　　□要

□ 推奨　　　　　□渡航に必須

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

要 否 対応済 携帯薬

□ 不要　　　　　□強く推奨

□ 推奨

□ □ □ 麻疹

備　　　　　　考

□ □ □ マラリア

□ □ □ 狂犬病

□ □ □ ジフテリア

□ □ □ B型肝炎

□ □ □ 破傷風

□ □ □ 日本脳炎

□ □ □ A型肝炎

□ □ □ 黄熱

□ □ □ ポリオ

備　　　　　　考

□ □ □ 参加者の健康状態の確認

備　　　　　　考

□ □ □ 活動先の感染症など流行状況

□ □ □ 活動先の医療機関情報

営林署、管理事務所、市町村役場など

備　　　　　　考

□ □ □ 活動先の危険情報・治安状況

責任者の確認欄　　安全衛生事前チェックリストを確認しました。　　□

注：チェックの前に「本郷保健センター　トラベルクリニック」のホームページを読むこと

備　　　　　　考

□ □ □ 安全衛生管理計画の承認
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1

2

3

4

①

⑤ ⑧ 写 (copy)

④

（原本保存）

⑧

⑥ ⑦

⑥写

①

②
③ ⑤

⑥ ⑨

⑦

④ ⑧

新領域環境安全管理室長の承認後、計画書を新領域環境安全管理室宛に本提出（学内便：生命棟００２）。

First, submit documents to Head of EHS Office, Head of your Department, and Environment and Safety committee member of your
department by E-mail (refer to flowchart ①).

教育研究単位の長
Your Academic Supervisor

専攻長, 環境安全委員
Department Head & Environment

and Safety Committee member

環境安全管理室長

環境安全本部

新領域事務長

柏地区事務機構長

新領域副事務長
Assistant Manager, General Affairs

研究科長/Dean of GSFS

環境安全委員
Department

Environment and Safety Committee member

E-mail

原本 (Original documents)

計画書を作成し、E-mail で仮提出。提出先は3ヵ所。新領域環境安全管理室長、専攻長、環境安全委員

提出方法と緊急連絡網 Document Submission/Contacting GSFS in Emergencies

本
部
事
務

柏地区環境安全管理室

研究科長
Dean of GSFS

教育研究単位の長
Activity Leader

被災者/ You

①

GHS Office will return a copy of the field research activities documents to the Activity Leader after approval by the GSFS Dean.
Please maintain those copies for at least one year.

Next, submit original documents to EHS Office by mail through the intra-university mail system after being approved by EHS Office
Head  (refer to flowchart ⑤).

If there are any changes in your plan (including suspension or cancellation), please contact the EHS Office by E-mail at
「fs-anzen@k.u-tokyo.ac.jp」.

Submit documents by one week before  your scheduled departure date.

原本の提出は出発日の１週間前までに完了するようご準備ください。

計画書を仮提出後に、計画内容に変更が生じたり、中止が決まったら、「fs-anzen@k.u-tokyo.ac.jp」 メールで 連絡してくださ

い。

研究科長の決裁後、環境安全事務担当者が写を教育研究単位の長へ送付するので、届けた日より1年間保管してくださ
い。

緊急連絡網 Emergency Contact at GSFS

事務手続き  Document F low

専攻長
Department Head

柏地区環境安全管理室

②

総務係

②

環境安全管理室長
EHS Office Head

新領域環境安全管理室
EHS Office

③
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資格取得・講習会補助ガイドライン 

 

 系や研究科の単位で共通的に有資格者が必要な場合（たとえば、衛生管理者、危険物取扱者、放射線

管理者）、その資格取得に要する費用を補助する制度があります。以下ガイドラインを参照にして、申請し

てください。 

 

  環境安全委員会 資格取得・講習補助ガイドライン 

資格取得補助は、1 つの資格について、複数回受験した場合も補助されるのは原則とし

て 1 回とする。1 研究室の中で必要とされる資格の取得は対象としない。また、東京大学

人事部が実施している衛生管理者の講習及び受験にかかる費用は対象としない。 

資格を取得して、業務を行っているものについて、法令の定めによる講習会への参加も

補助の対象とする 

希望者は、新領域・環境安全管理室宛に申請書を提出してください。環境安全委員会の

承認を経て決定されます。（補助対象記録は、アメニティ室に報告します。） 

承認を得たら、本人が、契約係で立て替え払いの請求手続きをしてください。（合格通知

または資格証のコピー及び領収書が必要です。） 

（１）  

（２）  

（３）  

（４）  

労働安全衛生法等にかかる資格取得・講習会受講申請書 
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化学物質等引継/持込確認書 

 

教職員の退職等（代替わり含む）や採用等に伴い、化学物質を引き継ぐあるいは持ち込む場合は、 

・退職や転出される教職員の方は 「化学物質等引き継ぎ確認書」 

・当研究科に着任される教職員の方は 「化学物質等持ち込み確認書」 

を作成し、環境安全管理室へ提出してください。 

引き継ぎ / 持ち込みする該当物がない場合でも、「該当無」として必ず確認書を提出してください。 

提出先：生命棟００２ 新領域環境安全管理室宛 

化学物質等引継/持込確認書様式 

新領域・環境安全管理室 webまたはサイボウズよりダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質等引き継ぎ確認書 化学物質等持ち込み確認書 

様式　２ No.　　　 

持ち込み教職員

所属　：　

職名　：　

氏名　：　

内線　：　

持ち込む化学物質等は、以下のとおりです。

設備・
資格等

備考

□ 有 要

□ 有

□ 有

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有

□ 有

□ 有 □ 有 要

□ 有 要

□ 無 □ 有

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 □ 有 要

□ 有 要

□ 無 □ 有 要

□ 有 □ 有

□ 無 □ 有 要

□ 有 □ 無

□ 無 □ 有

平成　　　年　　　月　　　日

受け入れ研究室等の教職員

所属　：　

職名　：　

氏名　：　

内線　：　

安全衛生管理室確認者

氏名　：　

実験動物

レーザー（4,3B,3R,2M,1M）

労働安全衛生法届出設備等

実験系廃棄物、不明試薬

　以上の持ち込み化学物質等について, 現品と照合し, 相違ないことを確認しました。また、化学物質等を管理する受け入れ
研究室または教職員が、以上の化学物質等を所有または使用するために必要な設備・資格等を有することを確認しました。

平成　　　年　　　月　　　日

農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）

放射性同位元素（密封・非密封）

放射化物

法定資格等

注）持ち込み事項の状況を記載した資料（化学物質等のリスト等）を添付すること。各事項・項目は、診療に係るものを除く。

（微）生物・動物等

化学物質等持ち込み確認書

化学物質
（放射性物質等を除く）

高圧ガス等

毒物・劇物

毒薬・劇薬・指定薬物

麻薬

向精神薬

病原体等・特定病原体等

特定毒物

核燃料物質・核原料物質

エックス線装置

上記以外の放射性物質等

遺伝子組換え生物等

上記以外の高圧ガス

表示付認証機器

放射線発生装置

覚せい剤・覚せい剤原料

製造禁止物質

特定物質

上記以外の化学物質

毒性ガス

特殊高圧ガス

放射性物質等

その他

有□

□ 有

□ 無

特殊機器等

※持ち込む化学物質等がある場合は以下について記載
してください

□ 無

事項 項目

化学物質等の持ち込みの有無 □ 有 □ 無

様式　１ No.　　　 

引き継ぎ教職員

所属　：　

職名　：　

氏名　：　

内線　：　

設備・資格等 備考

□ 有 要

□ 有

□ 有

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有

□ 有

□ 有 □ 有 要

□ 有 要

□ 無 □ 有

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 要

□ 有 □ 有 要

□ 有 要

□ 無 □ 有 要

□ 有 □ 有

□ 無 □ 有 要

□ 有 □ 無

□ 無 □ 有

申し送り事項

被引き継ぎ教職員

所属　：　

職名　：　

氏名　：　

内線　：　

安全衛生管理室確認者

氏名　：　

　以上の引き継ぎ化学物質等及び申送り事項について, 現品と照合し, 相違ないことを確認しました。また、被引き継ぎ教職員が
以上の化学物質等を所有または使用するために必要な設備・資格等を有することを確認しました。

平成　　　年　　　月　　　日

（微）生物・動物等

遺伝子組換え生物等

病原体等・特定病原体等

実験動物

特殊機器等
レーザー（4,3B,3R,2M,1M）

労働安全衛生法届出設備等

その他
実験系廃棄物、不明試薬

法定資格等

注）引き継ぎ事項の状況を記載した資料（化学物質等のリスト等）を添付すること。各事項・項目は、診療に係るものを除く。

放射化物

□ 無

核燃料物質・核原料物質

エックス線装置

上記以外の放射性物質等

高圧ガス等

毒性ガス

特殊高圧ガス

上記以外の高圧ガス

放射性物質等

□ 有

表示付認証機器

放射線発生装置

放射性同位元素（密封・非密封）

上記以外の化学物質

毒薬・劇薬・指定薬物

麻薬

向精神薬

覚せい剤・覚せい剤原料

※引き継ぐ化学物質等がある場合は以下について記載し
てください

□ 無

製造禁止物質

特定物質

事項 項目

引き継ぐ化学物質等は, 以下のとおりです。（引き継ぎ事由：□退職 □学内異動 □その他（　　　　　））

化学物質
（放射性物質等を除く）

□ 有

特定毒物

毒物・劇物

農薬（使用禁止農薬・販売禁止農薬・その他）

平成　　　年　　　月　　　日

化学物質等引き継ぎ確認書

化学物質等の引き継ぎの有無 □ 有 □ 無
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柏キャンパスにおける環境安全衛生管理体制 

 

柏キャンパスにおいては、研究科長・研究所長－専攻長・部門主任・施設長－研究室責任者という管理

責任体制に沿った、確実な安全管理を行うことが求められます。管理責任者は、安全衛生における管理

責任を負っていることを十分認識しなければなりません。 

 

柏キャンパスの環境安全衛生管理体制 

  柏事業場 総括安全衛生管理者 安全衛生委員会 

（柏キャンパス共同学術経営委員会委員長） 産業医 
新領域創成科学研究科・環境安全管理室 

宇宙線研究所・環境安全管理室 

環境安全管理室 物性研究所・環境安全管理室 

アメニティ室 大気海洋研究所・環境安全管理室 

リエゾン室 総合研究棟・環境安全管理室 

カブリ数物連携宇宙研究機構・環境安全管理室 
第 2 総合研究棟・環境安全管理室 

新領域創成科学研究科長 専攻長 

環境安全委員会 

衛生管理者 

研究室等 

作業主任者 

（該当がある場合） 

部門主任・施設長 研究室等 

安全管理委員会 作業主任者 

衛生管理者 （該当がある場合） 

部門主任・施設長 研究室等 
安全衛生管理委員会 作業主任者 

衛生管理者 （該当がある場合） 

部門主任・センター長 分野主任等 

研究観測企画室・共通室 作業主任者 

衛生管理者 （該当がある場合） 

研究室等 

総合研究棟 作業主任者 

安全衛生管理専門委員会 （該当がある場合） 

衛生管理者 

研究室等 
第 2 総合研究棟 作業主任者 

安全衛生専門委員会 （該当がある場合） 

衛生管理者 

宇宙線研究所長 

物性研究所長 

大気海洋研究所長 

人工物工学研究センター長 

空間情報科学研究センター長 

カブリ数物連携宇宙研究機構長 

高齢社会総合研究機構長 

情報基盤センター長 

柏地区に所在する事務部等 
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環境安全管理室について 

 

 柏キャンパス全体の環境安全衛生に関する管理の統括・情報提供は、柏地区環境安全管理室で行って

います。質問、相談等がある時は、下記に連絡してください。 

  ●柏地区環境安全管理室 連絡先 

   内線：63586・63585 （柏地区共通事務センター 安全衛生係） 

    E-mail： anzen@kj.u-tokyo.ac.jp 

 

新領域環境安全管理室 

 新領域での環境安全衛生に関する情報提供・サポートは、新領域環境安全管理室が柏地区環境安全

管理室と連携して行っています。 

  ●新領域 環境安全管理室   （Environment, Health, and Safety Office; EHS Office）   

  

 

 

 所在地 〒277-8562 

  千葉県柏市柏の葉 5-1-5 東京大学柏キャンパス  

  生命棟 B-14 環境安全管理室 

    ※生命棟の入り口の階段を下りて、自動ドア入って右手です。 

      ※放射線管理室と同室です。 

 E-mail: fs-anzen@k.u-tokyo.ac.jp 

 電話:  04-7136-3722 

  (PHS 65418) 

 Fax:  04-7136-3713 

 

 学内便宛先: 生命棟 002 環境安全管理室 

 

 開室時間: 9:00〜17:00 

 URL:  http://ehs.k.u-tokyo.ac.jp/index.html 

 

新領域 環境安全管理室 （Environment, Health, and Safety Office; EHS Office） 



 

事 故 が 起 き た ら 

 

 

まわりの者のするべきこと 連 絡 先 電話番号 内   容 

けが / Injury 

 

１ 人を呼べ 

 

2 応急処置をせよ 

   出血：手拭でしばる 

   気絶：人工呼吸を施す 

 

3 右の連絡をせよ 

 

4 軽傷ならば 

   けが人を保健センター 

   へ連れていけ 

①病院 

保健センター 

辻仲病院柏の葉 

おおたかの森病院 

柏厚生総合病院 

慈恵医大柏病院 

 

内線 63040 

外線 0-7137-3737 

外線 0-7141-1117 

外線 0-7145-1111 

外線 0-7164-1111 

 

東京大学の     が     を負傷したので連

れてゆく。 

②消防署 

(救急車を呼ぶ場合) 

 

 

外線 0-119 

 

 

 

東京大学新領域創成科学研究科   棟  階  

号室で負傷者が出たので救急車を頼む。 

住所は柏の葉 5-1-5 です。私は     です。 

③事務部 

平日 17 時まで 

  新領域総務係  

    

17 時以降・休日 

  設備センター 

 

 

内線 64003 

 

 

内線 63000 

 

 

  棟  階  号室で負傷者が出た。 

救急車を頼んだので案内を頼む。 

 

火災 / Fire 

 

１ 人を呼べ 

 

２ 右の連絡をせよ 

  （落ち着いて深呼吸） 

 

3 可能なら消火に務めよ 

  大きな火災なら逃げよ 

①消防署 

（鎮火しても、現場確認を

お願いする） 

外線 0-119 

 

 

東京大学   研究科・研究所（どちらかを○で囲

む）   棟  階  号室で火災が起こったので消

防車を頼む。 

住所は柏の葉 5-1-5 です。私は     です。 

②事務部 

平日 17 時まで 

  新領域総務係 

    

17 時以降・休日 

  設備センター 

 

 

内線 64003 

 

 

内線 63000 

 

 

   棟  階  号室で火災が起こった。消防車

が来るので案内を頼む。 

＜キャンパス周辺図＞ この頁をコピーして   の上に必要事項を書き込み電話機の

そばに常時置いておくこと。 

消火活動に必要な危険物情報等を記載したメモも電話機の

そばと部屋入口に常時置いておくこと 

【柏キャンパス住所】 

   柏市柏の葉５－１－５ 

 

【キャンパス周辺の病院住所】 

辻仲病院柏の葉     千葉県柏市若柴 178-2 
                柏の葉キャンパス 148 街区 6 

千葉・柏たなか病院   千葉県柏市若柴 110 

おおたかの森病院    千葉県柏市豊四季 113 

柏厚生総合病院     千葉県柏市篠籠田 617 

 

柏保健センター（学内）  内線 6 3 0 4 0 
 

※内科の場合※ 

午後 10 時～午前 8 時・休日

→柏市テレフォンサービス 

0-7163-0119 

 


